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 令 和 ４ 年 第 ３ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 報

告 第 ７ 号 の 「 専 決 処 分 の 報 告 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 市 長 の 専 決 事 項 に 指 定 さ れ た １ 件 100万 円 以 下 の

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に 関 し 専 決 処 分 し た も の で 、

同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 

 事 故 の 概 要 に つ き ま し て は 、 木 ノ 氏 公 民 館 敷 地 か ら 消

防 団 員 が 消 防 車 両 を 国 道 へ 後 退 さ せ た 際 、 後 方 に 停 車 し

て い た 相 手 方 車 両 の 荷 台 に 接 触 し た も の で す 。  

損 害 賠 償 の 額 及 び 和 解 の 内 容 と い た し ま し て 、 事 故 の

過 失 割 合 は 、 市 を 100パ ー セ ン ト と し 、 市 は 相 手 方 に ９ 万

8,5 0 0円 を 支 払 う こ と を も っ て 、 以 後 市 と 相 手 方 の 双 方 は 、

本 件 事 故 に 関 し 異 議 を 申 し 立 て な い こ と を 確 約 す る も の

で あ り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 第 ７ 号 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

――― 降  壇  ――― 
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議 案 第 55号 か ら 議 案 第 63号 ま で 並 び に 諮 問 第 １ 号 及 び

諮 問 第 ２ 号 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 55号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ４ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 対 策 関

連 経 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た も の で あ り ま す 。  

 

 衛 生 費 に つ き ま し て は 、 令 和 ４ 年 10月 以 降 の 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措

置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

こ れ ら の 財 源 に つ き ま し て は 、 国 庫 支 出 金 及 び 繰 入 金

を も っ て 充 当 し て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

8, 1 0 1万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 184億 7, 7 9 1万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 56号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ５ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 地 方 財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰

余 金 の 積 立 て 及 び 職 員 給 与 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を

講 じ た も の で あ り ま す 。  

 

 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 議 会 費 に つ き ま し て は 、 市 議 会 議 員 及 び 職 員 の 期 末 手

当 等 に 要 す る 経 費 に つ い て 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  
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総 務 費 に つ き ま し て は 、 前 年 度 決 算 剰 余 金 の 積 立 て に

要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、 新 庁 舎 建 設 に

伴 う 測 量 設 計 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 民 生 費 に つ き ま し て は 、 大 口 元 気 こ こ ろ 館 の 館 内 改 修

及 び 駐 車 場 の 測 量 設 計 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置

し 、 衛 生 費 に つ き ま し て は 、 子 宮 頸 が ん ワ ク チ ン 接 種 等

に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 広 域 農 道 の 舗 装 補 修 に

要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し 、 治 山 に 要 す る 経 費 に

つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

商 工 費 に つ き ま し て は 、 買 い 物 弱 者 対 策 と し て 、 移 動

販 売 事 業 者 へ の 支 援 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し 、  

土 木 費 に つ き ま し て は 、 大 口 駅 国 ノ 十 線 の 舗 装 補 修 に 要

す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

消 防 費 に つ き ま し て は 、 第 14分 団 及 び 第 15分 団 の 統 合

に よ る 詰 所 新 設 工 事 等 の 測 量 設 計 に 要 す る 経 費 に つ い て

新 た に 措 置 し 、 教 育 費 に つ き ま し て は 、 各 種 点 検 で 指 摘

が あ っ た 各 小 学 校 の 改 修 工 事 等 に 要 す る 経 費 に つ い て 新

た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 災 害 復 旧 費 に つ き ま し て は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 の 大 雨 に よ

る 災 害 の 復 旧 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 地 方 特 例 交 付 金 、 地 方 交 付 税 、 分 担

金 及 び 負 担 金 、 使 用 料 及 び 手 数 料 、 県 支 出 金 、 財 産 収 入 、

繰 越 金 及 び 諸 収 入 を も っ て 充 当 し 、 繰 入 金 及 び 市 債 に つ

い て は 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  
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 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ６

億 1, 7 5 8万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ 1 9 0 億 9 , 5 5 0 万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 地 方 債 に お い て 、 公 共 事 業 等 ほ か ５ 事 業 に

つ い て 限 度 額 を 変 更 す る 措 置 を 講 じ 、 防 災 ・ 減 災 ・ 国 土

強 靭 化 緊 急 対 策 事 業 に つ い て 廃 止 の 措 置 を 講 じ て お り ま

す 。  

 

次 に 、 議 案 第 57号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 国 民 健 康 保 険

税 の 過 誤 納 還 付 金 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講

じ て お り ま す 。  

 

こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 722

万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ 36億 9,3 2 2万 ８ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 58号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 地 方

財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰 余 金 の 積 立 て 及 び 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 国 及 び 県 へ の

精 算 返 納 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 
 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ
8,1 7 6万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出
そ れ ぞ れ 32億 6,1 6 6万 ７ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 59号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 広 域 連 合 納 付

金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

39万 ５ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ ４ 億 6,5 5 0万 ５ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 60号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 公 債 費 に つ い

て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 242

万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ １ 億 7,9 2 2万 ７ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 61号 「 令 和 ４ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補

正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」 の 収 入 に お い て

水 道 事 業 収 益 に 12万 円 追 加 し 、 収 益 的 収 入 の 総 額 を ３ 億

6,2 7 0 万 ８ 千 円 と し 、 支 出 に お い て 、 水 道 事 業 費 用 か ら

196万 ９ 千 円 減 額 し 、 収 益 的 支 出 の 総 額 を ３ 億 4,0 1 7万 ９

千 円 と す る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、「 資 本 的 収 入 及 び 支 出 」 の 収 入 に お い て 、 資 本 的

収 入 に 4,0 0 0万 円 追 加 し 、 資 本 的 収 入 の 総 額 を １ 億 8,5 6 1

万 ７ 千 円 と し 、 支 出 に お い て 、 資 本 的 支 出 に 425万 ６ 千 円

追 加 し 、 資 本 的 支 出 の 総 額 を ２ 億 7,8 8 3万 ６ 千 円 と す る も

の で あ り ま す 。  

 

 な お 、 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額

9,3 2 1万 ９ 千 円 は 、 減 債 積 立 金 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資

金 及 び 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 で 補 填 す る も の

で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 62号 「 伊 佐 市 廃 棄 物 の 適 正 処 理 、 減 量 化 、

資 源 化 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 大 口 リ サ イ ク ル プ ラ ザ の 資 源 化

施 設 及 び 粗 大 ご み 処 理 施 設 の 廃 止 並 び に 施 設 の 名 称 を 変

更 す る た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 63号 「 令 和 ３ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 未

処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 令 和 ３ 年 度 の 未 処 分 利 益 剰 余 金

１ 億 2,9 1 8万 8, 2 2 4円 の う ち 、 5,5 0 0万 円 を 減 債 積 立 金 に 積

み 立 て 、 7,0 0 0万 円 を 自 己 資 本 金 に 組 み 入 れ 、 残 余 を 繰 り

越 す こ と に つ い て 、 地 方 公 営 企 業 法 第 32条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 諮 問 第 １ 号 及 び 諮 問 第 ２ 号 「 人 権 擁 護 委 員 候

補 者 の 推 薦 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

本 件 に つ き ま し て は 、 現 在 、 人 権 擁 護 委 員 で あ り ま

す 蓮 池 洋 久 氏 及 び 飯 田 昭 彦 氏 が 本 年 1 2月 3 1日 を も っ て

任 期 満 了 と な る こ と か ら 、 引 き 続 き 候 補 者 と し て 推 薦

す る た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

議 会 の 意 見 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 蓮 池 氏 及 び 飯 田 氏 は 共 に 、 令 和 ２ 年 か ら 人 権 擁 護 委

員 を 務 め て お ら れ 、 人 格 、 識 見 に 優 れ 、 人 権 擁 護 に つ

い て 理 解 の 深 い 方 で す の で 、 こ こ に 推 薦 す る も の で あ

り ま す 。  

 

 以 上 、 議 案 ９ 件 、 諮 問 ２ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り

ま す 。 よ ろ し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま

す 。  

 

――― 降  壇  ――― 


